
令和４年度 指導監査実施結果の概要 

                                                    

１ 全  体 

（１）実施状況 
社会福祉法人等に対する指導監査を静岡市社会福祉法人等指導監査実施要綱に基づき 

実施している。 
令和４年度は、32法人、61施設（こども園、保育所を除く）及び福祉事務所等施行事 

務４課（保育の実施事務について）に対する指導監査を計画・実施した。 
 
（２）指導監査結果の概要  

監査実施数 

令和４年度 

（令和３年度） 

監査対

象 
計画数 実施数 

指摘事項等（※１） 

文書指摘 口頭指摘 助言 合計 

社会福祉法人 
85 

（85） 

32 

（27） 

32 

22(※２） 

79 

（20） 

178 

（127） 

１ 

（１） 

258 

（148） 

社会福祉施設 
61 

（61） 

61 

（61） 

61 

（61） 

21 

（17） 

77 

（43） 

５ 

（7） 

103 

（67） 

施 行 事 務 
９ 

（９） 

４ 

（４） 

４ 

（４） 

０ 

（１） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（１） 

計 
155 

（155） 

97 

（92） 

97 

（87） 

100 

（38） 

255 

（170） 

６ 

（８） 

361 

（216） 

※１ 指摘事項等は、「文書指摘」、「口頭指摘」、「助言」に区分。 
「文書指摘」：法令又は通知等に違反する場合（軽微なものを除く）。 
「口頭指摘」：法令又は通知等への違反が認められるが、違反の程度が軽微で 
       ある場合又は違反について文書指摘を行わずとも改善が見込ま 

れる場合。 
「助  言」：法令・通知等の違反は認められないが、法人運営等に資するも 

のと考えられる事項がある場合。 
  ※２ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年１月以降に実施予定であっ

た５法人の監査を次年度に延期したため、計画数と実施数が異なる。 
 
 

 

２ 文書指摘の概要 

別紙「令和４年度 社会福祉法人等指導監査における指摘状況」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和４年度 指導監査の実施状況 
                                        

令和５年３月末現在 

 

監 査 
対 象 

実 施 数 
指 摘 事 項  

一般監査 

実 地 
監  査 

書 面 

監 査 
文書指摘 口頭指摘 助 言 

社 会 福 祉 法 人 85 32 ０ 79 178 1 

計 85 32 ０ 79 178 1 

保 護 施 設 
救護施設 ２ ２ ０ ０ １ ０ 

小  計 ２ ２ ０ ０ １ ０ 

児童福祉施設 

母子生活支援施設 １ １ ０ ０ ２ ０ 

乳児院 １ １ ０ ０ ０ ０ 

児童養護施設 １ １ ０ ０ ０ １ 

医療型障害児入所施設 ２ ２ ０ ０ ０ ０ 

福祉型障害児入所施設 １ １ ０ ０ １ ０ 

小  計 ６ ６ ０ ０ ３ １ 

老人福祉施設 

養護老人ホーム ２ ２ ０ ２ １ ０ 

特別養護老人ホーム 36 34 ２ 18 61 ２ 

ケアハウス ７ ６ １ １ ４ １ 

小  計  45 42 ３ 21 66 ３ 

障 害 者 
支 援 施 設 

障害者支援施設 ８ ８ ０ ０ ７ １ 

小  計 ８ ８ ０ ０  ７ １ 

計 61 58 ３ 21 77 ５ 

 
福祉事務所等 
施 行 事 務 
  

児童福祉法等 ５ ０ ０ ０ ０ ０ 

老人福祉法 ４ ４ ０ ０ ０ ０ 

計 ９ ４ ０ ０ ０ ０ 

合          計 155 94 ３ 100 255 ６ 

 


